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平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

分担研究報告書 

研究課題：救急医療体制の推進に関する研究 

研究項目：高度救命救急センターの現状と要件についての研究 

 

研究分担者 成松英智 札幌医科大学医学部救急医学講座 教授 

研究協力者 葛西毅彦 市立函館病院救命救急センター 医長 

  同     沢本圭悟 札幌医科大学医学部神経科学講座 助教 

 

研究要旨 

【目的】 

 平成 29 年度の研究では、以下のように提示した新 3要件(案)が実際の評価項目になり得るか検討を行

なった。1.広範囲熱傷等患者の受け入れ機能、2.救急医療の教育研修機能、3.地域における救急医療・

災害医療の統括機能  

 本研究は、前述の評価指標 3において設定した、「※4多数傷病者事案に対応できること。CBRNE テロ

もしくは原子力災害等の特殊災害に対して地域の中心となって対応できること。」を導入した場合、高度

救命救急センターの理想的な配置がどのようになるか検討することを目的とする。 

【方法】 

 平成 27 年度国勢調査結果を用い、全国の人口集中地区統計から CBRNE テロ等で、多数傷病者が発生す

るリスクが高いと考えられる地域を選定し、現在の高度救命救急センターと地図上で照合する。また、

上記地図情報から、人口集中地区における高度救命救急センターの理想配置を検討する。地域選定方法：

人口集中地区において、人口密度が 10,000 人/km2以上である市区町村を有する都道府県を潜在的 CBRNE

テロ発生危険地域とする。 

【結果・考察】 

 人口密度が 10,000 人/km2以上の人口集中地区は、全国で 113 地区であった。北海道 2地区、埼玉県 12

地区、千葉県 1地区、東京都 30 地区、神奈川県 20 地区、愛知県 1地区、京都府 6地区、大阪府 30 地区、

兵庫県 6地区、福岡県 5地区であった。 

 上記都市が所在する 10 都道府県において、人口集中地区を赤として地図上に表示し、既存の高度救命

救急センターをプロット、半径 10km の同心円を表示すると、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県を有す

る関東圏には、4箇所の高度救命救急センター未設置の空白地帯が、愛知県には 1箇所の空発地帯が、京

都府・大阪府・兵庫県を有する関西圏には 2箇所の空白地帯が、福岡県には 1箇所の空白地帯が認めら

れた。 

 人口集中地区に CBRNE テロへの迅速な対応が可能となる高度救命救急センターを設置するためには、

既存の高度救命救急センターではカバーしきれず、8箇所の新規設置が望ましいとの結果となった。大都

市圏とされる都市部には数多くの救命救急センターが設置されており、今回示した人口集中地区におけ

る高度救命救急センター未設置の空白地帯にも救命救急センターは多数設置されているため、機能強化

による高度救命救急センターへの昇格が現実的な対応となると考えられた。 
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Ａ．目的 

 高度救命救急センターは、厚生労働省の定める

「救急医療対策事業実施要綱」において、「救急医

療の円滑な連携体制のもとに、特殊疾病患者に対

する医療を確保すること」を目的とし、「特に広範

囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者を

受け入れるもの」として、平成５年から整備が開

始された 1)。その後 20 年以上が経過し、これまで

に 41 箇所(平成 31 年 1 月 1 日現在)の高度救命救

急センターが整備されている。 

 平成 29 年度の研究では、今後の高度救命救急セ

ンターのあり方を検討する上で、これまでの検討

結果を踏まえて以下に提示した、高度救命救急セ

ンターの新 3要件(案)2)に関してアンケートを行

い実用性のある評価指標が作成できるか検討した

結果、以下の要件を提示した。 

 

１. 広範囲熱傷等※1患者の受け入れ機能※2 

２. 救急医療の教育研修機能※3 

３. 地域における救急医療・災害医療の統括機

能※4 

 

※1 広範囲熱傷等とは、広範囲熱傷、指肢切断、 

急性中毒、多発外傷、重症外傷等の特殊疾

病患者とする。 

※2 原則他の救命救急センター、2次医療機関 

からの転院受け入れ要請を不応需しない。

かつ、不応需症例を含め応需状況を外部に

公開していること。 

※3 以下の①〜④を全て満たすこと。①救命救 

急医急センターの専従医師数 14 名以上 

②救急科専門医数 7 名以上 ③休日及び夜

間帯における救急専従医数 2 名以上 ④専

攻医を年間 2名以上受け入れている 

 ※4 多数傷病者事案に対応できること。CBRNE 

テロもしくは原子力災害等の特殊災害に対

して地域の中心となって対応できること。 

 

 

 日本の災害医療体制は、自然災害をベースに構

築されており、厚生労働省において、①DMAT の養

成、②EMIS の全国導入・整備、③災害拠点病院の

整備を、3つの柱として施策がすすめられてきた。

また、東日本大震災を受け、原子力災害拠点病院

等の指定による原子力災害医療体制の再構築が、

原子力規制庁によって推進され、原子力規制庁お

よび内閣府による依託費、交付金によって整備さ

れつつあるところである。 

 多数傷病者に対応するため、厚生労働省により

様々な養成講座が開かれている。CBRNE テロ対応

としては、NBC 災害・テロ対策研修事業が行われ

ているが、医療チームの養成事業であり、病院、

地域全体としての特殊災害の受け入れ能力の底上

げにはさらなる体制整備が必要と考えられる。 

 本研究では、新 3要件(案)において、「※4多数

傷病者事案に対応できること。CBRNE テロもしく

は原子力災害等の特殊災害に対して地域の中心と

なって対応できること。」を導入した場合、高度救

命救急センターの理想的な配置がどのようになる

か検討することを目的とする。 

 

Ｂ．方法 

 平成 27 年度国勢調査結果 3)を用い、市区町村人

口、全国の人口集中地区注 1）統計から CBRNE テロ

等で、多数傷病者が発生するリスクが高いと考え

られる地域を選定し、現在の高度救命救急センタ

ーと地図上で照合する。また、上記地図情報から、

人口集中地区における高度救命救急センターの理

想配置を検討する。 

 

 地域選定方法：人口集中地区において、人口密

度が10,000人/km2以上である市区町村を有する都

道府県を潜在的 CBRNE テロ発生危険地域とする。 

 地図上での照合方法：国土地理院地図を用いて、

上記地域選定方法にて潜在的 CBRNE テロ発生危険

地域とされた人口集中地区を表示（赤）、現在設置
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されている高度救命救急センターをプロットする。

また、有事に迅速な対応が可能となる地域を半径

10km 圏内と設定、高度救命救急センターを中心と

した同心円を表示する。（青円） 

 また、潜在的 CBRNE テロ発生危険地域とされた

人口集中地区で、高度救命救急センターの空白地

帯がある場合には、空白地帯を補う形で半径 10km

の同心円を表示する。（緑円） 

 

注 1）人口集中地区とは、国勢調査において昭和

35 年から設定され、国勢調査基本単位区及び基本

単位区内に複数の調査区がある場合は調査区（以

下「基本単位区等」という。）を基礎単位として、

1)原則として人口密度が 1 平方キロメートル当た

り 4,000 人以上の基本単位区等が市区町村の境域

内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の

人口が国勢調査時に 5,000 人以上を有するこの地

域を「人口集中地区」としている。これは、新市

町村建設促進法により、多くの町村が新たに市制

を施行し、又は既存市に合併されるに至って、市

部の地域内に、農漁村的性格の強い地域が広範囲

に含まれるようになり、この結果、市部の地域は、

その面積が著しく広大となった反面、人口密度は

低下し、統計上、「都市的地域」としての特質を必

ずしも明瞭に表さなくないため用いられるように

なった指標である。 

 

Ｃ．結果 

 人口密度が10,000人/km2以上の人口集中地区は、

全国で 113 地区であった。北海道 2 地区、埼玉県

12 地区、千葉県 1 地区、東京都 30 地区、神奈川

県 20 地区、愛知県 1地区、京都府 6地区、大阪府

30 地区、兵庫県 6 地区、福岡県 5 地区であった。 

上記地域を潜在的 CBRNE テロ発生危険地域とし、

表 1として右に示す。 

 

 

 

表 1.人口密度 10,000 人/km2以上の人口集中地区（人口密度順） 
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 次に、上記都市が所在する都道府県において、

北から順に、人口集中地区を赤として地図上に表

示し、既存の高度救命救急センターをプロット、

半径 10km の同心円を表示する。（青円） 

 

①北海道札幌市 

  

 

 

②埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 

 

 

③愛知県 

 

 

④京都府・大阪府・兵庫県 
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⑤福岡県 

 

 

 次に、高度救命救急センターの空白地帯がある

場合には、空白地帯を補う形で半径 10km の同心円

を表示する。（緑円） 

 

Ⅰ 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 

 

 

Ⅱ 愛知県 

 

Ⅲ 京都府・大阪府・兵庫県 

 

 

Ⅳ 福岡県 

 

 

 全体として、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川

県を有する関東圏には、4 箇所の空白地帯が、愛

知県には 1 箇所の空発地帯が、京都府・大阪府・

兵庫県を有する関西圏には 2 箇所の空白地帯が、

福岡県には 1箇所の空白地帯が認められた。 

 

D．考察 

 高度救命救急センターの指定要件に「多数傷病

者事案に対応できること。CBRNE テロもしくは原

子力災害等の特殊災害に対して地域の中心となっ

て対応できること。」を導入した場合、CBRNE テロ

への対応、原子力災害への対応は、地域別での必

要性を検討する必要がある。原子力災害に関して

は、原子力発電所の立地に合わせて検討を行えば
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よく、地域設定は比較的容易である。しかし CBRNE

テロにおいては、各国の首都クラスの都市部、も

しくは世界的イベント開催時の開催地区・開催国

の都市部に発生する傾向はあるものの、日本にお

いて、どの地域が発生頻度の高い危険地域と設定

するか明確な基準はない。 

 人口集中地区と世界的イベント開催時が CBRNE

テロの発生の危険因子になると仮定すると、日本

において世界的規模のイベントは数多く開催され

るが、世界的イベントの開催地がいつどこで行わ

れるかの長期予測は困難である。従って、本検討

では人口集中地区から CBRNE テロの潜在的危険地

域の絞り込みを行なった。 

 結果として、CBRNE テロの潜在的危険地域とさ

れた都道府県において、迅速な対応が可能となる

高度救命救急センターを設置するためには、既存

の高度救命救急センターではカバーしきれず、8

箇所の新規設置が望ましいとの結果となった。 

 大都市圏とされる都市部には数多くの救命救急

センターが設置されており、今回緑円で示した高

度救命救急センター未設置の空白地帯にも救命救

急センターは多数設置されているため、機能強化

による高度救命救急センターへの昇格が現実的な

対応となると考えられた。 

 近年、CBRNE テロを含め多数傷病者事案は多様

性を持ってきており、想定外を可能な限り無くし

た医療系計画、病院設置計画が必要となる。高度

救命センターはその能力から、地域の中心となっ

て救命医療を推進していく義務があり、また医療

計画を担う各都道府県も指揮命令系統を意識した

救急医療や多数傷病者対応の組織整備を行なって

いく必要性がある。 

 本研究は人口集中地区の観点からのみの検討と

なっている。高度救命救急センターの設置場所に

関しては、アクセスの問題や非常時における各関

係機関との協力体制も考慮する必要があり、具体

個別的に各都道府県で検討する必要があるものの、

本研究は検討資料の一部としては利用可能と考え

る。 

 

E.  結論 

 人口密度が10,000人/km2以上の人口集中地区は、

全国で 113 地区であり、10 都道府県が対象地域と

なった。 

 上記地域を潜在的 CBRNE テロ発生危険地域とし、

既存の高度救命救急センターをプロットしたとこ

ろ、半径 10km の同心円ではカバーできない地域が

全国で 8 箇所となった。高度救命救急センターで

CBRNE テロ対応を行なっていく方針となれば、同

部位への新規設置が必要と考えられた。 

 

 

Ｆ．参考文献 

1)救急医療対策事業実施要綱 

2)厚生労働省：救急医療体制の推進に関する研究

報告書.2017 

3)平成 27 年度国勢調査 

 

 

Ｇ．研究発表 

なし 

 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

本文_H30年統括・分担研究報告書_CS6.indd   82 2019/05/23   16:30:19


